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第３ 章　 障 害 区 分

１ ． こ の競技規則は、 大会のために制定さ れたも のであり 、 肢体不自由者の

場合、 主と し て身体障害者手帳を 参考にし ながら 、 現状の障害に合っ た区

分を 選択する よ う にし ている 。 し たがっ て、 運動機能の障害程度から 区分

さ れる 国際競技団体の「 ク ラ ス 分け」 と は大き く 異なる 。

２ ． 障害区分は、 競技によ り 異なっ ている が、 身体障害者手帳と の関係から 、

身体の形態的・ 機能的な視野に立った用語を 多く 使用し ている 。

３ ． 障害が重複し ている 場合には、 選択し た１ つの障害区分ですべての競技

に参加し なければなら ない。

４ ． 肢体不自由者の障害区分

（ １ ） 肢体不自由の 7 級が重複し て 6 級に認定さ れており 、 その他に 6 級以

上の障害がない場合は、 7 級対象部位のいずれか一肢の障害と し て区分

する （ 7 級の認定部位が両下肢の場合は片下肢、 右上下肢の場合は片上

肢ま たは片下肢、 両下肢及び片上肢の場合は片下肢ま たは片上肢と し て

区分する ）。

（ ２ ） 肢体不自由では、 複数の部位に障害があり 、 １ 肢以上が６ 級以上の認

定を 受け、 その他の１ 肢が 7 級の認定を 受けている 場合は、 その７ 級の

部位は障害区分判定の対象と し ない。

　 　（ 例：  左上肢が３ 級、 右上肢６ 級、 左下肢７ 級の場合は両上肢が障害区

分の対象。）

（ ３ ） 指およ び手のひら の切断は手部切断と し て、 足部の切断は下腿切断と

し て扱う 。

（ ４ ） 片側の手部切断も 、 両側の手部切断も 「 手部切断」 と し て区分する 。

（ ５ ） 関節離断は、 上位の部分の切断と し て扱う （ 肘関節離断の場合は、 上

腕切断と なる ）。

（ ６ ） 完全と は、 上肢ま たは下肢の３ 大関節（ 肩・ 肘・ 手関節ま たは、 股・ 膝・

足関節） の全てに機能障害のある も のを いう 。 下肢の場合は長下肢装具

なし では体重を 支えき れないも のを いう 。

（ ７ ） 不完全と は、 上肢ま たは下肢の 3 大関節（ 肩・ 肘・ 手関節ま たは、 股・

膝・ 足関節） のう ち、 １ ま たは 2 関節に機能障害がある も のを いう 。

（ ８ ） サリ ド マイ ド や骨形成不全など によ り 、 前腕は正常でも 上腕に障害が

ある よ う な場合には、 競技によ っ ては、 最も 上位の障害部位（ 上腕） の

切断と し て扱っ ても 、 機能障害と し て扱っても よ い。
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（ ９ ）「 車いす常用」 と は、日常生活で常に車いすを 使用し ている こ と を いう 。

ま た、「 車いす使用」 と は、 大会の競技場面のみに車いすを 使用し てい

る こ と をいう 。

（ 10） 切断ま たは機能障害のある 競技者が競技で車いすを 使用する 場合は、「 脳

原性麻痺以外で車いす常用ま たは使用」 の「 その他の車いす」 の障害区

分と する 。

（ 11） 脊髄損傷や脳原性麻痺以外で上下肢に障害のある 車いす常用（ 筋ジス

ト ロ フ ィ ー症など ） の区分は、 残存機能や座位バラ ン ス など に留意し な

がら 、 脊髄損傷の機能レ ベルの区分に応じ て行う 。

（ 12） 脳原性麻痺と は、 脳性麻痺、 脳血管疾患や脳外傷等によ る 脳に起因し

て生じ る 健康状態の総称を いう 。 ただし 、 脊髄小脳変性症の場合は、 実

際の障害状況に応じ て他の区分と なる こ と も ある 。

（ 13） 走可能と は、 両足が地面を 離れ、 身体に空間を 跳んでいる 時期があり 、

かつ、 両足がと も に地面に接し ている 時期がない運動のこ と である 。 な

お、 走可能と 判断する 場合、 歩行可能で転倒せず、 早歩き でき る 競技者

を 対象と する 。

５ ． 視覚障害の視力は、「 矯正後の良い方の視力」 で判定する 。 視力を算出す

る 際、 光覚弁、 手動弁は０ 、 指数弁は視力 0.01 と する 。 ま た矯正後の良い

方の視力が 0.02 以上の場合は、 視野障害の有無に関わら ず、 その他の視覚

障害へ区分さ れる 。

６ ． 内部障害は、 ぼう こ う 又は直腸機能障害のみを対象と する 。
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障害区分名 解説

切
断
ま
た
は
機
能
障
害

立位

上肢

切断

手部 片側およ び両側の手部切断

片前腕 手関節の離断を 含む片側の前腕の切断者

片上腕 肘関節の離断を 含む片側の上腕の切断者

両前腕 両側手関節離断を 含む両側の前腕の切断者

両上腕 両上腕の切断者

片前腕およ び片上腕 片前腕の切断およ び片上腕の切断者

機能障害

片上肢不完全 片側の肩・ 肘・ 手関節のう ち 一または二関節に機能障害がある 者

片上肢完全 片側の肩・ 肘・ 手関節のすべてに機能障害がある 者

両上肢不完全 両側の肩・ 肘・ 手関節のう ち 一または二関節に機能障害がある 者

両上肢完全 両側の肩・ 肘・ 手関節のすべてに機能障害がある 者

下肢

切断

片下腿 片足部の切断を 含む片下腿の切断者

片大腿 膝関節の離断を 含む片大腿の切断者

両下腿 両側の下腿の切断者

両大腿 両側の大腿の切断者

片下腿およ び片大腿 片下腿の切断およ び片大腿の切断者

機能障害

片下肢不完全 片側の股・ 膝・ 足関節のう ち 一または二関節に機能障害がある 者

片下肢完全 片側の股・ 膝・ 足関節のすべてに機能障害がある 者

両下肢不完全 片側の股・ 膝・ 足関節のう ち 一または二関節に機能障害があり 、 両側
にそれぞれある 者

両下肢完全 両側の股・ 膝・ 足関節のすべてに機能障害がある 者

上下肢

切断
片上肢およ び片下肢 片上肢の切断およ び片下肢の切断者

多肢切断 三肢以上の切断者

機能障害

片上肢不完全および片下肢不完全 片上肢不完全およ び片下肢不完全の者

片上肢完全およ び片下肢完全 片上肢完全およ び片下肢完全の者

両上肢不完全および両下肢不完全 両上肢不完全およ び両下肢不完全の者

体幹 体幹
頸部・ 胸部・ 腹部およ び腰部（ 脊柱） のみに変形がある 者（ 脊椎カ リ
エス等によ る 体幹の障害が該当する ）【 注 1】

【 注1】 四肢の機能障害を 伴う 場合は体幹の機能障害があっ ても こ の区分には該当し ない。

  ■肢体不自由 2

脊
髄
損
傷
等

陸
上
競
技
・
ボ
ッ
チ
ャ

脳原性麻痺以外で
車いす常用または使用

第 6 頸髄まで残存
肩関節周囲の筋力はほぼ正常な四肢麻痺者（ 肘関節の屈曲と 手関節の
背屈は正常）

第 7 頸髄まで残存
肩関節周囲と 肘関節周囲の筋力がほぼ正常な四肢麻痺者（ 肩関節と 肘
関節、 手関節の背屈と 掌屈が正常だが、 物がにぎれない）

第 8 頸髄まで残存
肩関節周囲と 肘関節周囲と 手関節周囲の筋力はほぼ正常で指の曲げ伸
ばし も 可能な四肢麻痺者（ 把持能力はある が、 指を 強く 開いたり 閉じ
たり でき ない）

下肢麻痺で座位バラ ン スなし
【 注 2】

下肢麻痺で座位バラ ン スあり

その他の車いす（ 陸上競技）
脳原性麻痺や脊髄麻痺以外の車いす使用者（ 例： 両下肢切断のため車
いすを 使用し 競技する 者）

多肢切断（ ボッ チャ ） 三肢以上を 切断し 、 車いすや椅子に座っ た姿勢で競技する 者

水
泳

脊髄損傷等（ 脊髄損傷
や脊髄腫瘍等脊髄疾患、
ポリ オ、 ギラ ンバレーな
どの疾患により 対麻痺や
四肢麻痺相当で ある 場
合はこ の区分になる。 切
断や奇形、 脳性麻痺によ
る場合はそれぞれの該当
区分の適用になる。）

第 7 頸髄まで残存
肩関節周囲と 肘関節周囲の筋力がほぼ正常な四肢麻痺者（ 肩関節と 肘
関節、 手関節の背屈と 掌屈が正常だが、 物がにぎれない）

第 8 頸髄まで残存
肩関節周囲と 肘関節周囲と 手関節周囲の筋力はほぼ正常で指の曲げ伸
ばし も 可能な四肢麻痺者（ 把持能力はある が、 指を 強く 開いたり 閉じ
たり でき ない）

下肢麻痺で座位バラ ン スなし 【 注 2】

下肢麻痺で座位バラ ン スあり 座位バラ ン スのある 脊髄損傷者等【 注 3】

  【 注 2】 「 座位バラ ン ス」 の判定は、「 へそ」 の位置の知覚レ ベルの有無が一つの判断基準と なり 、 背も たれのない座位の状態で両手の支え

なく 座る こ と ができ る 場合は「 座位バラ ン スあり 」 と 判断する 。

  【 注 3】（ 水泳） 下肢の切断や欠損等によ る 車いす使用者は、「 座位バラ ン スあり 」 に区分せず切断の区分を 適用する こ と 。

〈 参考〉 障害区分の解説

■肢体不自由１



9

  ■肢体不自由 3

脳
原
性
麻
痺
（
脳
性
麻
痺
、
脳
血
管
疾
患
、
脳
外
傷
等
）

陸上競技
・ ボッ チャ

車いす

四肢麻痺で車いす使用 四肢に著し い可動域制限や協調運動障害がある 者で両上肢駆動によ る

車いす使用者

けっ て移動 両上肢の障害が重度のため両下肢ま たは片下肢で車いすを 駆動さ せる

者

片上下肢または片上肢で車いす使用 片側の上肢と 下肢または片側の上肢で車いすを操作する 者

上肢で車いす使用 上肢によ る 車いす使用者【 注 4】

立位

その他走不能（ 陸上競技） 下肢装具の使用の有無に関わら ず、 走る こ と が不可能な者

その他走不能（ ボッ チャ ） 杖や下肢装具等の使用の有無に関わら ず、 走るこ と が不可能な者

上肢に不随意運動を 伴う 走可能 目的動作に障害のでる 上肢協調運動障害がある が、 杖・ 歩行器を 用い

ずに走る こ と が可能な者

その他走可能（ 陸上競技） 【 注 5】

水泳

四肢麻痺（ 車いす常用） 四肢に著し い可動域制限や麻痺等の障害がある 者で上肢駆動によ る 車

いす使用者

上肢に著し い不随意運動を 伴う 走不能 意図的な動作に障害がある 等の上肢の協調運動障害があり 、 走る こ と

が不可能な者

両下肢麻痺 両下肢に著し い可動域制限や麻痺等の障害がある 者（ 車いすや杖、 松

葉杖などを 使用し ている こ と が多い）

上肢に軽度の不随意運動を 伴う 走不能 上肢の協調運動障害が軽度な者で、 走る こ と が不可能な者

片側障害で片上肢機能全廃 片側障害で患側上肢のスト ロ ーク 動作も 走る こ と も 両方が不可能な者

その他の片側障害で走不能 片側障害で患側上肢でも スト ロ ーク 動作が可能だが、 走る こ と が不可

能な者

その他走可能 上肢の協調運動障害が軽度で走る こ と が可能な者や、 片側障害で走可
能な者等、 上記区分に該当し ない者

卓球

車いす 車いす使用 車いすを 使用し て競技を する すべての脳原性麻痺者

立位

杖または松葉杖使用 杖や松葉杖などを 使用し て競技を する 者

上肢に不随意運動あり 意図的な動作に障害がある 等の上肢の協調運動障害がある 者

上肢に不随意運動なし 上肢の協調運動障害のない立位者

片側障害 片側の上下肢に可動域制限や麻痺等の障害がある が、 杖や松葉杖等を
使用し て競技を し ない者

  【 注 4】 ハンド リ ムを瞬時に把持し たり 、 ハンド リ ムをプッ シュ する際に肘関節を完全に伸展さ せるこ と ができ るも のはこ の区分に該当する。

  【 注 5】「 上肢に不随意運動を 伴う 走可能」 に該当し ない杖・ 歩行器を 用いずに走る こ と が可能な者すべてがこ の区分に該当する 。

  ■肢体不自由 4

その他
電動車いす常用（ 陸上・ ボッ チャ ） 四肢体幹機能障害によ り 日常生活で常に電動車いすを 使用し ている 者

浮具使用（ 水泳） 重度の四肢体幹機能障害のある 者で、 浮具を 使用する 者

  ■視覚障害

視覚障害
視力 0 から 0 .0 1 まで

【 注 6】【 注 7】
その他の視覚障害

  【 注 6】 視力は「 矯正後の良い方の視力」 で判定する 。 視力を 算出する際、 光覚弁、 手動弁は視力 0、 指数弁は視力 0 .0 1 と する 。

  【 注 7】 矯正後の良い方の視力が 0 .02 以上の場合は、 視野障害の有無に関わら ず、 その他の視覚障害へ区分さ れる 。

  ■聴覚・ 平衡機能障害、 音声・ 言語・ そし ゃ く 機能障害

聴覚・ 平衡機能障害、

音声・ 言語・ そし ゃ く

機能障害

聴覚障害 区分し ない

  ■知的障害

知的障害 知的障害 区分し ない

  ■内部障害

内部障害 ぼう こ う 又は直腸機能障害 脊髄損傷等で合併し たぼう こ う 又は直腸機能障害者は含まない

  ■精神障害

精神障害 精神障害 区分し ない


